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ご
み
の
削
減
の
た
め
、
買
物
に
は
マ
イ
バ
ッ
グ
を
持
参
し
ま
し
ょ
う

　令和 2 年度のごみの指定収集袋を、減免対象者に一定

枚数交付します。該当する場合は申請してください。

【交付日時】令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年３月 31 日の月

～金曜日午前８時 30 分～午後５時 15 分

※祝日、年末年始 (12 月 29 日～ 1 月 3 日 ) を除く。また

水曜日の午後 5 時 15 分以降および土曜日は交付できませ

んので、ご注意ください。

【交付場所】市役所第二棟２階環境課ごみ対策係

※４月中は混雑状況により市役所１階北側玄関前（郵便

局側入口）に臨時窓口を開設します。

【減免対象】
①生活保護受給者

②児童扶養手当受給者（児童手当ではありません。）

③特別児童扶養手当受給者

④遺族基礎年金受給者（条件有り※環境課ごみ対策係に

ご確認ください。）

⑤身体障害者手帳（1級または 2級）の交付を受けていて、

世帯全員の市民税が非課税の方

⑥愛の手帳（1 度または 2 度）の交付を受けていて、世

帯全員の市民税が非課税の方

⑦精神障害者保健福祉手帳（１級）の交付を受けていて、

世帯全員の市民税が非課税の方

⑧市長が特別の理由があると認めた場合

【交付人数】
〈①の方〉本人および証明書に記載されている人数分

〈②の方〉該当の子（18 歳到達年度の末日〔3 月 31 日〕）

までの子）と親

〈③の方〉該当の子（20 歳未満の子）と親

〈④の方〉該当の配偶者と子

〈⑤⑥⑦の方〉該当の本人と同一世帯の親、または配偶者

※親と配偶者がともに同一世帯の場合は、配偶者を優先

【交付枚数】
〈1人〉可燃用小袋100枚、不燃用小袋20枚

〈2人〉可燃用中袋100枚、不燃用中袋20枚

〈3 人以上〉１人増えるごとに２人分枚数に可燃用中袋 50

枚、不燃用中袋 10 枚を加算した枚数を交付します。

※年度途中で申請した場合は、月割りで交付します。

【申請に必要なもの】
・各種証明書、証書等…①生活保護法適用証明書

②児童扶養手当証書

③特別児童扶養手当証書

④遺族基礎年金証書（環境課ごみ対策係にご確認くださ

い。）

⑤身体障害者手帳

⑥愛の手帳

⑦精神障害者保健福祉手帳

・〈①～⑧共通〉印鑑

※⑤⑥⑦については、世帯全員の市民税非課税の確認が

必要なため、当日交付できない場合があります。また交

付された指定収集袋を持ち帰るための袋等は、各自ご用

意ください。

【問合せ】環境課ごみ対策係☎ 551・1731

減免世帯への指定収集袋の交付について
保
存
樹
林
地
等
奨
励
金
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

市
で
は
、
緑
化
推
進
の
一
環

と
し
て
、
市
民
が
樹
林
地
お
よ

び
樹
木
、
生
垣
を
設
置
し
、
今

後
規
定
さ
れ
た
年
数
以
上
に
わ

た
っ
て
維
持
管
理
を
行
う
こ
と

が
確
約
さ
れ
る
場
合
に
、
奨
励

西
多
摩
衛
生
組
合
か
ら
の
お
知

ら
せ

▼
生
ご
み
の
循
環
を
活
用
し
て

じ
ゃ
が
い
も
を
収
穫
し
よ
う

　

家
庭
か
ら
出
る
生
ご
み
を

堆
肥
化
し
、
作
物
を
育
て
ま

す
。収
穫
し
た
じ
ゃ
が
い
も
は
、

生
ご
み
の
持
込
量
に
応
じ
て

お
持
ち
帰
り
い
た
だ
け
ま
す
。 

※
生
ご
み
は
容
器
・

袋
な
ど
に

入
れ
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

①
生
ご
み
持
込
期
間

【
期
間
】
3
月
2
日
㈪
～
4
月

30
日
㈭
午
前
10
時
～
正
午
（
土
・

日
・

祝
日
を
除
く
）

【
場
所
】
環
境
セ
ン
タ
ー
管
理

棟
受
付

②
植
え
付
け
日

【
日
時
】
3
月
14
日
㈯
午
前
10

時
～
（
90
分
程
度)

※
雨
天
翌

日③
収
穫
日

【
日
時
】
7
月
4
日
㈯
午
前
10

時
～
（
90
分
程
度)

※
雨
天
翌

日〈
②
③
共
通
〉

【
場
所
】
環
境
セ
ン
タ
ー
管
理

棟
前

【
対
象
】 

福
生
市
・

青
梅
市
・

羽

村
市
・

瑞
穂
町
在
住
の
方

【
定
員
】
先
着
20
組

【
申
込
み
】 

３
月
２
日
㈪
～

13
日
㈮
の
間
に
、
電
話
で
計

画
管
理
課
計
画
調
整
係
☎
554
・

２
４
０
９
（
土
・

日
を
除
く

フ
レ
ッ
シ
ュ
ラ
ン
ド
西
多
摩
か

ら
の
お
知
ら
せ

▼
脱
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
展

　

大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る

「
海
洋
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
」

を
自
分
た
ち
の
問
題
と
捉
え
、

ど
う
し
た
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご

み
を
減
ら
し
て
い
け
る
の
か
を

一
緒
に
考
え
ま
し
ょ
う
。

【
期
間
】
3
月
10
日
㈫
～
22
日
㈰

【
主
催
】
羽
村
市
消
費
者
展
運

営
委
員
会

▼
教
室
案
内

①
フ
ラ
ダ
ン
ス
教
室
…
毎
週
水

曜
日
午
後
1
時
～
2
時

②
ヨ
ー
ガ
教
室
…
毎
週
木
曜
日

午
後
1
時
30
分
～
2
時
30
分

【
参
加
費
（
1
回
）】
①
②
と

も
、
福
生
市
、
青
梅
市
、
羽
村

市
、瑞
穂
町
在
住
の
方
は
800
円
、

そ
の
他
の
地
域
に
在
住
の
方
は

１
，
１
０
０
円
※
参
加
費
は
、

教
室
と
入
浴
の
セ
ッ
ト
料
金
で

す
。
回
数
券
、
サ
ー
ビ
ス
券
な

ど
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ
】
フ
レ
ッ
シ
ュ
ラ

ン
ド
西
多
摩
☎
０
４
２
・

570
・

２
６
２
６　

市
で
は
木
造
の
個
人
住
宅
の
耐

震
化
を
支
援
し
て
い
ま
す

【
内
容
】
①
簡
易
耐
震
診
断
（
無

料
）

②
耐
震
診
断
費
用
の
一
部
助
成

（
昭
和
56
年
以
前
に
建
築
さ
れ

た
木
造
二
階
建
て
以
下
の
住
宅

の
耐
震
診
断
に
対
し
て
助
成
）

③
耐
震
改
修
費
用
の
一
部
助
成

【
問
合
せ
】
①
施
設
公
園
課
建

築
グ
ル
ー
プ
☎
551
・

１
９
７
２
、

台
風
第
19
号
の
被
害
に
伴
う
福

生
南
公
園
お
よ
び
多
摩
川
中
央

公
園
に
お
け
る
施
設
の
状
況
に

つ
い
て

　

令
和
元
年
10
月
12
日
か
ら
13

日
に
か
け
て
の
台
風
第
19
号
通

過
に
伴
い
、
福
生
南
公
園
の
全

部
お
よ
び
多
摩
川
中
央
公
園
の

一
部
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
広

範
囲
で
甚
大
な
被
害
を
受
け
た

た
め
、
現
在
も
利
用
を
休
止
し

て
い
ま
す
。

　

令
和
２
年
３
月
現
在
、
今
後

の
対
応
に
つ
い
て
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

〈
福
生
南
公
園
〉

　

令
和
２
年
３
月
か
ら
復
旧
工

事
を
行
い
、
11
月
ご
ろ
か
ら
の

利
用
再
開
を
見
込
ん
で
い
ま

す
。

〈
多
摩
川
中
央
公
園
〉

　

令
和
２
年
３
月
か
ら
復
旧
工

事
を
行
い
、
６
月
ご
ろ
か
ら
の

利
用
再
開
を
見
込
ん
で
い
ま

す
。
※
げ
ん
き
広
場
、
お
ま
つ

り
広
場
、
な
か
よ
し
広
場
お
よ

び
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
場
は
開
放
し

て
い
ま
す
。

　

工
事
期
間
中
は
危
険
防
止
の

た
め
当
該
施
設
周
辺
に
は
、
工

4
月
の
女
性
悩
み
ご
と
相
談　

　

～
羽
村
市
と
の
共
同
事
業
～

　

自
分
自
身
の
生
き
方
、
家
族

や
職
場
の
人
間
関
係
、
配
偶
者

や
恋
人
か
ら
の
暴
力
な
ど
、
女

性
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み

ご
と
の
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。

【
日
時
・

場
所
】〈
福
生
市
〉
８

日
㈬
・

22
日
㈬
午
前
9
時
～
午

後
1
時
・

市
役
所
1
階
秘
書
広

報
課
広
報
広
聴
係
内
第
1
相
談

室〈
羽
村
市
〉
１
日
㈬
・

15
日
㈬

午
後
1
時
30
分
～
4
時
30
分
・

羽
村
市
役
所
1
階
市
民
相
談
室

【
申
込
み
】
福
生
市
・

羽
村
市

在
住
の
女
性
の
方
で
し
た
ら
、

ど
ち
ら
の
市
へ
も
申
込
み
が
可

能
で
す
。
予
約
制
で
先
着
3

人
ま
で
。
予
約
は
、
相
談
日

の
1
か
月
前
か
ら
福
生
市
秘

書
広
報
課
広
報
広
聴
係
☎
551
・

１
５
２
９
、
羽
村
市
市
民
相

談
係
☎
555
・

１
１
１
１
（
内
線

541
）
へ
。

　空き家住宅を除却する所有者に、

除却費用の一部を助成します。

【空き家住宅の主な要件】
①昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工

されたものであること

②居住の用に供さない状態でおお

むね 1年以上経過していること

【助成金額】除却費用（消費税抜き）

の 2分の 1の相当額

【上限額】戸建て住宅 30 万円 / 戸、

共同住宅 100 万円 /棟

【注意事項】助成には市への事前相

談が必要です。申請前に必ずご相

談ください。

【問合せ】まちづくり計画課住宅グ

ループ☎ 551・1961

空き家を除却する場合に、
　　費用の一部を助成します

金
を
交
付
し
ま
す
。

【
対
象
】
①
面
的
な
つ
な
が
り

が
700
㎡
以
上
あ
る
樹
林
地
を
設

置
（
所
有
）
す
る
者

②
樹
高
が
10
ｍ
以
上
あ
り
、
か

つ
地
上
高
1.5
ｍ
部
分
の
幹
周
が

１
ｍ
以
上
あ
る
樹
木
を
設
置

（
所
有
）
す
る
者

③
道
路
に
接
す
る
部
分
の
幹
高

が
１
ｍ
以
上
あ
り
、
か
つ
延
長

が
５
ｍ
以
上
あ
る
生
垣
を
設
置

（
所
有
）
す
る
者

▼
新
規
で
生
垣
を
設
置
さ
れ
る

方
に
は
設
置
費
用
を
補
助
し
て

い
ま
す

　

新
築
や
建
て
替
え
等
に
伴
う

生
垣
の
設
置
や
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な

ど
か
ら
生
垣
へ
の
作
り
替
え
を

検
討
し
て
い
る
方
は
、
着
手
前

に
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
対
象
】
公
道
等
に
接
す
る
部

分
の
新
規
で
５
ｍ
以
上
の
生
垣

を
設
置
（
所
有
）
す
る
者

【
問
合
せ
】
環
境
課
環
境
係 

☎
551
・

１
７
１
８

午
前
９
時
～
午
後
５
時
）
へ
。 

※
詳
細
は
公
式
サ
イ
ト
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

②
③
ま
ち
づ
く
り
計
画
課
計
画

グ
ル
ー
プ
☎
551
・

１
９
５
２

事
終
了
ま
で
立
ち
入
っ
た
り
、

近
づ
か
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

【
問
合
せ
】
施

設

公

園

課

施
設
公
園
グ
ル
ー
プ
☎
551
・

１
９
８
５


